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1、  ほじめに

監視社会ということを歴史的に見れば江戸時代でも五人紅制度などで隣近

所をお互い監視 し何かあれば遵帝責任をとわれることがあった。ナチス時代

もあったしその悲劇は今にも伝えられている。現在の北朝鮮などでもまだそ

のようなことがあると報道されている。町に出れば監視カメラが目につくよ

うになり 携常電話 自動車のCPSを 考えれば我々の行動の軌跡を追うこ

とは容易になりつつある。務聴や徳星からのカメラの発達改良を考えればプ

ライパシーを守ることが不可能になるかもしれない時代が現実味を帝びてい

る。加えてインターネットの普及でこれらが世界中に情報として流れること

になる。我々の安全を守ることとその代償としての権利侵害をどうノ`ランネ

良くしなければならないうま 夕じに考える時である。

2、  犯録紙制と監視の現求

情報を電子化しそれを共用して利用することが公的に行われ発展 してきた

のは 1990年 代に入つてからの医療分野における電子カルテの実用化 展

開であると思われる。 1999年 には旧厚生省が診策文字情報の電子化を公

躍 した。この後さまざまな電子カルテが生まれてきた。現在では面盗情報も

合まれるものになっている。 しかも単一の病院での利用のみならずネット化

することできまざまな組織観関が利用できるようになる。他方犯罪対策とし

て画像による監視も発展してきている。また、刑事施設内での行動監視もさ

まざまに二夫され合理化され実施されている。以下蚤料を参考に2つ の場面

に分けて現状を概観する。

①対個人における電子監視

②対社会における電子監視

電子刑務所 医療カルテ

例 広島賞祢社会復帰センターのCPS

防犯カメラ等の監視

例 環境犯罪学的提言 児童の強材電話所持



3   経費削滋 効率化に対するプライバンーなどからする論議

情報化 ネットイヒのメリットは利便性と合理性である。その結果は経費削

減となり /Jl雫もよくなるということにlLならない。しかも 団優となると
一瞬にして対象を認識できることになる。たし力‖こ 我々の生活の安全と防

犯 捜査の面で言えば極めて有効であるが そこには我々のプライバシー侵

宮など人権上の代償を払 うことになる京都府学遭事件最高裁判決 (昭和44

年 12月 24日 )は 写真撮影を遠法としたが 「個人の私生活上の自由の一

つとして 何人も その承諾なしに みだりにその容貌 姿態を撮影されな

い自由を有するJとし さらに「これを肖像権と称するかどうかは別として

少なくとも 警察官が 正当な理由もないのに 個人の容貌を撮影すること

は 「憲法 13条 の趣旨に反し、nfされないものと言わなければならない」

とした。さらに性犯罪者 薬物依存犯罪者などをどのように情報監視するか

徹底して行うとすれば その結果当事者にどのような影響があるか 反面そ

の関係者 近隣の者にどのような反作用が生するか (例えば米国ミーガン

l_I)不足の事態を派生させないために 情報漏えいの危険性とセキュアリテ

ィの問題などを考えなければならない。

キ死をや家族に対して 遺伝子解析情報なども今後は問題になろう。

4  pr価の基準からする検討

憲法 13条 「全て国民は 個人として尊重される。生命 自由及び幸福

遺本に対する国民の権利については 公共の福祉に反 しない限り 立法そ

のlLの国rt上で 最大の尊重を必要とするJと の規定からどのように考え

るべきか。ブライバシー侵害か肖陰権侵害か法理論上の論議があるが 間

題は防犯的安全確保をするのに現在の進んだ技術をいカヤこ有効活用すべき

かである。

これまでの議論を以下のように3つ の基準で整聖ことが有効であると思

われる。

O必 要性からするもの

② 相当社からするもの

③ 柿売性からする )ヽの

公益 目的を含むことの問題

プライ本シー′レールの問題

ネ参考杉並区の条例

個人の革厳 権力的に対 しての議加主義



5   おわりに

防犯カメラか らⅢた画像情報を取得することについての足非 保存の是非

そ して利用の是非である これまでの論議を考えると以下のようになるの

力i?

画像

報情

私的空間 設置 私人

公機関

公的空間 設置 公機関

私人

取  得 O

△

△

?商 店街

保  存 Ｏ

Ｏ

〇

〇

利  用 /
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は以下のよう1こ規定する

Jを にな拘縦― It名 ,齢 ■年月8 tPTr亀 林奇,な どの個人議W情 報 速絶先 勤fl先

″ntt封 世1'登探 理胡rF は終など

Fr lr味険 桁祉脩無― 性取保険情報 公費は病情報 lt言古工焼情報 症●子傾伸報など

|り材(付"“"十1様― を¢″家i附 担 迪Ⅲ快雌‖R 受信B 人退院Flなど
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にウリす■笹H  JJ/t,すいヨ 好娩ケ晩産 予防接額摩 妊■店 綸血確 アレルキー
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参 考 美祢社会復帰センターホームベージより

通はの神務所とま異なリ ヨツクリートの外壁で1まなく0望のフェンスが周

囲を取り囲んている。建物は男女用各3榛 (3階建て)となっている。

居室は 95 がヽ個ことなつている 督には鉄格子を取け付ける代わりこ 強

化ガラス製の替ガラスが使用されているなど 開放的な造りとなっている

個室にはテレビ ベッド 机 鶴けきの棚ポ亮備されている他 就壌時間

を除き 自由に部屋を出入りすることができる 水洗トイレの便座がむき

出しとなっている点を除いて ビジネスホテルの客雲のような構造となつ

ている。

受刑者に自律性を身につけさせるため 施設内の一部エリアはコ1務官の

付吉添いなしての移動力(認められている。なお 安全確保のため 受刑

者には 胸の位置に10タグを内装した衣温Rの着用が義務づけられており

受刑者の居場所の把握などに活用されていることに加え 260台 以上の

監視カメラによつて24時間監視が行われている。
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EUに広がる『電子刑務所』
受抑者、白宅で生活 発1言器で行動監視

受刑者を監獄から出し その生活ふりをモニケーで監視する
『電子抑務所』の導入が 欧州連合(EU)域内で急激に広がつ
ている 収監コストを削減てきるという利点に加え 受刑者の社
会夜帰を促す効果があると注目されているためた EUの 支援
もあつて 域内てはすてに4カ国が実用化 今年はフランス ド
イツなど5カ国力相 験導入する 電子監視システムの本格導入

をめざすベルギーを取材した

(ブリュッセル 三井美奈 写真とも)

需具壊すと脱獄扱い

経費/FT、社会復帰に効用

「ごめん 今日ヽ先に帰るよJ

ブリュッセル市内の区役所に勘あるシャンさん(49)は 終業
後 まっすぐ帰宅するのを日課としている シャンさんは 実は

横領などで掌箇3年の判決を受け現在m度侵中』の身 たが

昨年春 崇固を解かれ 電子監視下て限りなく普通に近い生活
が送れるようこなつた 職場でこのことを知るのは 区転と直属
の上司だけた たたし 当局が定めたFI限が午後8時のため

残葉や 同僚の議tWよ 断らきるを得なしヽ

ジャシさんの足首には腕時計状の発信器が取り付けられてい

る 自宅のモニケーが帰宅 外出時間を惑知し 電話線を通じ
て刑務所のヨンピューターに即時送信する仕組みだ 抑務所
議員は 画面て随時 行動をテェックしている 発信器には防
水加工ヽほどこされておリ ー時なりとも取り外すことま許され

ない

それぞれの勧務に合わせ日程力(7tlまれており F月限を数分て
も遅れて帰宅することま計されない 三度 門限を「rtれば刑務

所に逆良り 発信器を壌せ ま「脱獄行為Jと見なされる

電子機器を駆使した仕組みたが それても費抑者一人 一日
当たりの経費1ま1200ベ ルギー フラン(約0200円 )て 刑務

所に収監している場合の半分以下て済む

ベルギー政府rよ昨年1月 ジャンされを含め 禁□3年以内の
受刑者て早期出所が見込まれる模範囚約60人 に 『電子刑務
所』の試用を開始 来年にも刑法を改正して本格実施に階み切
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最大の理由は パツク状態の刑務所を改善することを経愛高1

滅だが 導入Il画舌を者のラフ ′(ス サシジル刑務所長は
「受刑中から社会復儲 促せば 出所後に社会に適応てきす

再犯に差るという悪循環を断ち切れるJと効果を強調する

司法面での統合を進めるEUも 電子監視ンステムに着目 専門
家姿議を備いたり研究を支援したりしている

EU域 内て導入済みの4各配 も成果は幅翻て 欧州保護親察
常設食厳(本部:オランダ)●よると 『電子抑務P/1』て受抑者ポ

無柳 期を終える薩率はスウェーデンて92勇 オランダで0

0%に の|まった

社会的理解に課題も

社会的理解をどう得るかなどの課題も残る 真日では 子供ヘ

の性犯罪者が自宅で電子監視されていると知つた隣人が 受

刑者に蜜いかかるという事件が起きた ベルギーは近隣者の

不安に配慮し性犯罪 麻軽犯罪者を電子監視の適用から外し

た 受刑者の心理的負担も大きい ジャンさんも 「社会復帰が

順調に進むほど 社交や残奈理 え 時間順守の書痛も増す」
と話す 受刑者の身語 1人となる家族の心理的負担 家庭内

暴力への配慮も必要た

電子監視装意の輸出国の米国やイスラエルでは 度情に埋め
込むテッブ式発1=器や 広域監視システムなどの技術開発ヽ
進むが ダン カミシスキー ルー′`ン大学教授(犯罪学)よ
「受刑者や家族を支援する人材の育成こそ急務」と指摘する

電子刑務所の導入国(討張導入b‐む)

1054年

カナダ

英 国

オーストラリア シン方ボール

_    _ 空 王 ン _ _ J

ニューラーランド オランタ

1998年

ドイツ フランス イタリア ポルト方
ル スベイン スイス 南アフリカ
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(欧州1保護親寮常設会議 サンシル刑務所資料
より作成)
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外国の事例～監視カメラ先進国 イギリス～

0甚 温
010年:工葉口をに0台設置58件の犯罪ル 年蛮に0

-商 店街ポイメーシアップめためほ極的に設=
004年13DOの目治体に広よる
095■|カメラの設置に010万ドル以内の補助
1197年000の自本体に広ポるキ間2如0万ドルの補助

0駁 I張 規
わ000万台
一世界の10“大日比世界最大
E聞 ど共同
一藍複は民間の準備姿付言環`光ファイ′(― 専用回線てつななえ
水ィォントゥクスの部入
―パイオントリクス‐生体上のや能 秘様する技術
」D容 理者などの顔テータを登蝶0カ メラて産観000巧 一致0き

0凝 ヨ
カメラを直接に続割する法的持組みはない
,001年■筆および私■連反ま「犯罪 秩序違反姿競パートす―ラッ
ー方メラの申監 設置 選用に市長奪加
7~'保 種ま
一設置速準の作成 「カメラ作動中Jの=告 を表示カメラ映い1マ ウ1
内務省規定
―カメラのある場所に設置者の選鵜先 設置目的などを配した椋践i

t 人ヽをカメラ操作室に入れないデータ保●期田をコ日間とする目的″

0幼 楽
設置した地区て OS-00%減 少
批判 窪間
一重視カメラの設=に よる0罪 のま少 =4%に すきない
一曇力事件はますしたが盗盗 在速にま効具なし藍盗 =増加
一方メラの設置されてい,い 場所への「犯rFの移動」

0連 用実態
連法てなくてヽ「A理 を乱す者Jを重視
―酔,Fら い 若者 サッカーの■ニフォームを斉ている人 ホームレ
カメラ 張終のほ窮
‐のぞ=見
一テージの京日鱒人的ヨレクション

0市 民露情
00%水 褒茂
一防■を議め高まり
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~ " E て は 離 t t t  I E t r j に利 用 | " 切 ナフD の` イしは  」
一抗議をすれは自分ポマークされるかもしれない

てアンケート指案>
イギリス内務省調査
カメラの乱用はあり得る………72%
完全に/AN的利とのために利用されることまない一―-31巧

今賀市民宮ヨントロールするため1う メラポ利用される………37"
監切カメラは楽止される本=… … Ⅲo“

スヨットランド犯援研究所ヨ=06は sttv
-0に o即 犯罪の増加により笥の発展ポロ害されると考え 1002年)
ラ注距
カメラによって犯罪VJr防する一――,2“
犯大逮捕に有効てある一―-0“

犯罪複言に連う可能にポ蕩る一―-79町

Mouem secunt/鋭 れ に 立buand l195
あなたは重視カメラシステムに賛成――-00%

監傷わ の設置 =よつて崎が費とになつた………40巧
t,と監視力わ を設置して工しい一―-06%

0態 ネロの状況
C■1■mig  R o s●ll「Ch O u r e a o  1 0 0 7  6

カナタ i002年に設置 す本ての■罪の,5町を配録 察行強森の70,

ロシア,哲庁 広均に設置 犯罪 テロ小らする

フランス:ビジネス析 公共交通確関内に設置

スベイン!親党地を,日おもする い像の利用を制限 市民の事加

アイサ瘍ンド街の中心AIIに実験的に設置

モナヨ1街全体を24時間藍複
「方メラによって犯罫がまらないならは それは警軍が生事をさまつて|

イタリア:ローマ ′`テカンなど観光れに設置

イラク塩 ほの中に嶋して設置

笥顧盛親カメラせブラィ本シ■権の本一ツ11戻る
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″物デ
事件番号 昭和41(あ)1187
■■名 公務執行坊書、傷書
裁判年月日昭和仏年12月24日
法廷名 最高裁判所大法廷
裁判種別 判決
結果 薬却
判例集告 号 買 第23巻12号1625貢

原露裁判所名 大幅高寺裁判所
原毒事件番号
原零裁判年月日

判示喜現
― 昭和二九年京都市条例第一〇号集会 集団行進及び集団示蔵運動に関する条例の合窓性
二 みだりに容ぼう等を経影されない自由と憲法一三条
三 ■採捜査のため容ぼう等の写真撮影が計容される限度と憲法一三条、三五条
裁判軍旨
一 昭和二九年京都市条例第一〇号集会 集団行進及び集団示成運動に関する条例は 憲法
二―条に逮反しない。
二 何人も その承詰なしに みだりこその容|まう婆態を撮影されない自由を有し 警察官が 正
当な理由もないのに 個人のさぼう等を撮影することは 憲法―二条の趣旨に反し計されない。
三 警察官による個人の容!まう車の写真撮影は 現に犯罪が行なわれもしくま行なわれたのち問
がないと認められる場合であつて 証拠保全の必要性および緊急性があり、その撮影が一般的
に計容される限度をこえない相当な方法をもつて行なわれるときは、撮影される本人の同意がな
く、また裁判官の令状がなくても、憲法一三条 三五条に逮反しない。
参照法茶 憲法21条 憲法13条 憲法35条 集会 集団行進及び集団示蔵運動に関する条例(昭
和29年京都市条例10号)2条 集会、実団行進及び集団示成運動に関する条例(昭和29年京都市
条例10号)6条 刑訴法2

主

理

文

本件上告を案却する。
当喜にお1する訴訟費用は被告人の負担とする。

由

紙告人本人の上告趣意二のうち および弁護人青翔,孝夫の上告趣意第一点のうち 昭和二九
年京都市条例営―O号 集会 集団行進及び集団示歳運動に関する条例(以下「本条例Jという。)
が、憲法ニー案に達反するという主張について。
本条例が 道路その他屋外の公共の場所で、集会もしくは集団行進を行なおうとするときまたは

場所のいかんを聞わす集団示威7tE動を行なおうとするときは 公安委員会の計可を貫けなけれ
ばならないと定め これらの集団行動(以下単に「集団行動」という。)を事前に規制しようとするも
のであることは所論のとおりである。しかしながら 本条例を検討すると 同条例は 集団行動に
ついて 公安委員会の計可を必要としているが(=条 )、公安委員会は 集団行動の実施が「公交
の生命、身体、自由又は財産に対して直接の危険を及fますと明らかに認められる場合の外はこ
れを計可しなけれ1まならない。Jと定め(大会)許 可を義務づけており 不許可の場合を厳格に制
限しているのである。
そして このような内容をもつ公安に関する条例が憲法ニー条の規定に違反するものでないこと

は これとまとんど同じ内容をもつ昭和二五年東京都条例第四四号某会 集団行進及び楽臣示
蔵運動に関する条例についてした当裁判所の大法廷判決(昭和三五年(あ)第一一二号同年t
月二0日 判決、刑鼻一四巻九号―二四三頁)の明ら力Hこするところであり これを変更する必要
は認められないから、所講は理由がない。



2/3ペ ーン

同弁護人の上告趣意第一点のうち 本条例が憲法三―条に達反するとの主張について。
所論は 本条例は 許可を与える際必要な条件をつけることができると定め(六条)、この条件に

追反し または違反しようとする場合には、警察本部長が その主催者、指導者もしくは夢力口をに
対し警告を発し その行動を制止することができ(八条)更 に 条件違反の場合には、主植者 指
導者等を処罰することができる旨定めている(九条)が、このように 右条件の内容の解釈および
条件違反の判定をすべて警察に委ねてt るヽ点で、適法手続を定めた憲法三―条に違反し また
条件を取締当局に都合のよいようこ定めることを計している点でも、白地刑法を実上した同条に
違反する旨主張する。
しかし、本条例大条―項但書は 公安委員会の付しうる条件の範囲を定めており これに基づ

いて具体的に条件が定められ、これが主催者または連経責任者に通告され(六条二項、同条例
施行規Rli条 )、この具体化された条件に違反した行おが、音告 制止および処罰の対象となる
のであつて 所論のようこ取締当局がほしいままに条件を定めることを計しているものではなく
犯罪の経成要件が規定されていないとかまたは不明礎であるとかいうことはできない。そうする
と、所論達憲の主張は その前提を欠くことになり、適法な上告理由とならない。

被告人本人の上告趣意三の(4)について。
所読は、本人の意思に反し、かつ裁判官の令状もなくされた本件警察官の写真撮影行為を適法

とした原判決の判断は 肖像権すなわち承謡なしに自己の写真を撮影されない権利を保障した憲
法一三条に違反し また令は主義を規定した同法三五条にも違反すると主張する。
ところで、憲法一三条は 「すべて国民は 個人として尊重される。生命 自由及び争福追求に

対する国民の権利については 公共の福祉に反しない限り 立法その他の国政の上で 最大の
尊重を必要とする。Jと規定しているのであつて これは、国民の私生活上の自由が 警察権等の
国家権力の行主に対しても保護されるべきことを規定しているものということができる。そして 個
人の私生活上の自由の一つとして、何人も その承詰なしこ みだりにその容 まう 姿態(以下「容
まう等Jという。)を撮影されない自由を有するものというべきである。
これを肖像権と称するかどうかは別として 少なくとも 警察官ポ 正当な理由もないのに 個人

の容ほう等を撮影することは、憲法一三条の超旨に反し 許されないものといわなければならな
い。しかしながら 個人の有する右自由も、国家権力の行使から無制限に保護されるわけでなく
公共の福祉のため必要のある場合には相当の制限を受けることは同条の規定に照らして明らか
である。そして 犯罪を捜査することは、公共の福祉のため警察に与えられた国家作用の一つで
あり、書宗にはこれを遂行すべき責務があるのであるから(替寮法二条―項参照)警 察官が犯
罪捜査の必要上写真を撮影する麟、その対象の中に■人のみならす第二者である個人の容|まう
等が含まれても、これが許容される場合がありうるものといわなければならない。
そこで その計容される限度について考察すると 身体の拘束を受けている紋疑者の写真撮影

を規定した刑罰法二―八条二項のような場合のほか、次のような場合には 撮影される本人の同
意がなく また裁判官の令状がなくても 警察官による個人の容 まう手の撮影が計容されるものと
解すべきである。すなわち、現に犯罪が行なわれもしくよ行なわれたのち間がないと認められる場
合であつて しかもPI拠保全の必要性および緊急性があり、かつその撮影が一般的に許容される
限度をこえない相当な方法をもつて行なわれるときである。このような場合に行なわれる警察官に
よる写真撮影は その対象の中に 犯人の容ぼう等のほか、■人の身辺または被写体とされた物
■の近くこいたためこれを除外できない状況にある第二者である個人の容ほう等を含むことにな
つても、憲法一三条 三五条に遠反しないものと解すべきである。
これを本件についてみると 原判決およびその維持した第一審判決の記定するところによれば

昭和三七年六月二一日に行なわれた本件A連 合主催の集団行進集団示成運動においては 枝
告人の属するB大 学学生集団はその先頭集団となり 被告人はその列外最先頭に立つて行進し
ていたが、右集団は京都市gttbttc約 二〇メートルの地点において 先頭より四列ないし五列目
位まで七名ないし八名位の経隊で道路のほfま中央あたりを行進していたこと そして この状況
は 京都府公安委員会力(付した「行進隊列は四列続隊とするJという許可条件および京都府中立
売警察暑長が道路交通法七七条に基づいて付した「車道の東側端を進行するJという条件に外形
的に達反する状況であつたこと そこで 計可条件通反年の遣法状況の視票 採証の騒務に従
事していた京都府山科警察暑勤務の巡査Cよ 、この状況を現ヨして 計可条件連反の事実ありと
判断し 遠法な行進の状態および逮反者を確ヨするため、木屋町通の東側歩道上から前記被告
人の属する集団の先頭部分の行進状況を撮影したというのであり その方法も 行進者にヽ卯jを
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受思義務を負わせるようなものではなかつたというのである。
有事実によれば、C巡 査の右写真撮影は、現に犯罪が行なわれていると認められる場合になさ

れたものてあつて しかも多数の者が参加し刻々と状況が変化する集団行動の性質からいつて
証拠保全の必要性およtA緊急性が認められ その方法も一般的に許容される眼度をこえない相
当なものであつたと認められるから たとえそれが被告人ら集国行進者の同意もなく、その意思に
反して行なわれたとしても、適法な職務執行行ねであつたといわなければならない。
そうすると これを刑法九五条―項によつて偉醸されるべき聴務行為にあたるとした第一書+J永

およびこれを是認した原判決の判断には、所続のようこ 憲法一三条 三五案に達反する点は認
められないから、補旨は理由がない。
紋告人本人のその余の上告趣意は 憲法違反をいう点もあるが、実質はすべて単なる法令逮

反 事実誤ヨの主張であつて、刑爵法四0五 条の上告理由にあたらないっ
同弁護人のその奈の上告趣意は 事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、同条の上告理

由にあたらなとヽ。
よつて 同法四〇八条、一人一条―項本文により 裁判官全員―証の意見で主文のとおり判決

する。

昭和四四年一二月二四日
最高裁判所大法廷

裁判長裁判官   石  田

裁判官   入  江
裁判官   草  鹿
裁判官   長  部
裁判官   域  戸
裁判官   田  中
裁判官   松  日
裁判官   着  田
裁判官   下  村
裁判官   色  川
裁判官   大  隅
裁判官   松  本
窮判官   飯  村
裁判官   村  上
窮判官   関  根
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）

で
防

犯



カ

メ

ラ

を

設

置

し

よ

う

と

す

る

も

の
は

　

そ

の
取

り

扱

う

防

犯

カ

メ

ラ

の
管

理

及

び

利

用

を

適

切

に
行

わ

せ

る

た

め

に
　

防

犯

対
察

区

域

ご

と

に
防

犯

カ

メ

ラ
管

理

責

任

者

を

置

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

た

だ

し

　

自

ら

防

犯

カ

メ

ラ

管

理
責

任

者

と

な

る

防

犯

対

祭

区

域

に

つ
い

て

は

　

こ

の

限

り

で

な

い
。

２
　

届

出

義

務

者

で
防

犯

カ

メ

ラ

を

設

置

し

た

も

の

は

、

規

則

で

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

り
　

防

犯

対

象

区

域

ご

と

に
　

そ

の

見

や

す

い
場

所

に

　

防

犯

カ

メ

ラ
管

理

責

任

者

の
氏

名

　

防

犯

カ

メ

ラ

を

設

置

し

て

い

る

旨

そ

の
他

規

則

で

定

め

る

事

項

を

表

示

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

第

六

条

　

居

出

義

務

者

で
防

犯

カ

メ

ラ

を

設

置

し

た

も

の

及

び
防

犯

カ

メ

ラ

管

理
責

任

者

（
以

下

「
防

犯

カ

メ

ラ

取

扱

者

」

と

い
う

。

）

は

　

画

像

〈
当

該

防

犯

カ

メ

ラ

に

よ

り

記

録

さ

れ

た

も

の

に

限

る
。

以

下

同

じ

。

）

か

ら

知

り

得

た

区

民

等

の
情

報

を

他

に

漏

ら

し

て

は

な

ら

な

い
。

防

犯

カ

メ

ラ

取

扱

者

で

な

く

な

つ
た

後

に

お

い

て
も

同

様

と

す

る

。

２
　

防

犯

カ

メ

ラ

取

板

者

は

　

次

に
掲

げ

る

場

合

を

除

き

　

画

像

を

設

醸

目
的

以

外

の

目
的

に

利

用

し
、

又

は

第

二
者

に

据

供

し

て

は

な

ら

な

い
。

一
　

画

像

か

ら

議

別

さ

れ

る

特

定

の
個

人

（
以

下

一
本

人
」

と

い
う

。

）

の
同

意

が

あ

る

場

合

一
一
　

法

令

に
定

め

が

あ

る

場

合

〓
一
　

区

民

等

の
生

命

　

身

体

又

は

威

産

に

対

す

る

危

険

を

避

け

る

た

め
　

緊

急

か

つ
や

む

を

得

な

い
と

認

め

ら

れ

る

場

合

３
　

防

犯

カ

メ

ラ

取

扱

者

は

　

画

像

を

保

存

す

る

場

合

に

は
　

当

該

画

像

を

加

工

し

て

は

な

ら

な

い
。

４
　

防

犯

カ

メ

ラ

取

扱

者

は

　

回

後

の
漏

え

い
　

減

失

又

は

き

損

の
防

止

そ

の
他

の
画

像

の
安

全

管

理

の

た

め

に

必

要

な

措

置

を

離

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。



５
　

防

犯

カ

メ

ラ

取

扱

者

は
　

本

人

か

ら

　

当

該

本

人

が

醸

別

さ

れ

る

画

像

の
開

示

を

求

め

ら

れ

た

と

き

は

　

本

人

に

対

し

　

当

該

画

像

を

開

示

す

る

よ

ヤク
配

慮

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

６
　

防

犯

カ

メ

ラ

取

扱

者

は

　

そ

の
取

り

似

う

防

犯

カ

メ

ラ

の
設

置

年

に

関

す

る

者

情

の
適

切

か

つ
迅
さ

な

処

理

に
努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

（
報

告

の
徴

収

等

）

第

七

条

　

区

長

は

　

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は
　

防

犯

カ

メ

ラ

取

扱

者

に

対

し

　

そ

の
取

り
扱

う

防

犯

カ

メ

ラ

の

設

置

年

に

つ
い

て
報

告

を

求

め

る

こ

と

が

で
き

る

。

２
　

区

長

は

　

前

項

の
報

告

に

よ

り
　

第

四

条

　

第

五

条

第

一
項

者

し

く

は
第

二

項

又

は

第

六

条

第

一
項

第

二

項

　

第

二

項

若

し

く

は

第

四

項

の
規

定

に
連

反

す

る
行

為

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は
　

当

該

防

犯

カ

メ

ラ

取

扱

者

に

対

し

　

当

該

違

反

行

為

の
中

止

そ

の
他

達

反

を

是

正

す

る

た

め

に

必

要

な

措

置

を

と

る

本

さ

旨

の
勧

告

を

す

る

こ
と

が

で
き

る

。

（
背

情

の
申

立

て

）

第

人

条

　

区

民

年

は

　

防

犯

カ

メ

ラ

の
設

置

年

に

つ
い

て
　

区

長

に

対

し

　

者

情

を

申

し
立

て

る

こ
と

が

で

き

る

。

２
　

区

長

は
　

前

項

の
規

定

に

よ

り

を

情

の
申

立

て
を

受

け

た

と

き

は
　

適

切

か

つ
迅

速

に

処

理

す

る

も

の

と

す

る
。

３
　

区

長

は

　

第

一
項

の
苦

情

の
処

理

に

つ
い

て

必

要

が

あ

る

と

認

め

る

と

き

は
　

杉

並

区

情

報

公

開

個

人

情

報

保

護

審

議

会

の
意

見

を

聴

く

こ
と

が

で
き

る
。

（
公

表

）



第

九

条

　

区

長

は
、

第

七

条

第

二

項

の
勧

告

を

し

た

場

合

に

お

い

て
　

当

該

駒

告

を

受

け

た

者

が

　

正
当

な

理

由

な

く

　

そ

の
勧

告

に

従

わ

な

か

つ
た

と

き

は

　

そ

の
旨

を

公

表

す

る

こ
と

が

で

き

る

。

た

だ

し

初

告

を

行

う

い
と

ま

が

な

い
と

認

め

ら

れ

る

と

き

は

　

同

項

の
規

定

に

か

か

わ

ら

す

　

初

告

を

行

わ

な

い

で

そ

の
旨

を

公

表

す

る

こ
と

が

で

き

る

。

２
　

区

長

は

　

毎

年

一
回

以

上

　

第

四

条

の
規

定

に

よ

る

履

出

の
状

況

　

前

条

第

一
項

の
苦

情

の
処

理

状

況

そ

の
他

規

則

で
定

め

る

事

項

を

公

表

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
も

（
委

任

）

第

十

条

　

一）
の
条

例

の
施

行

に

閥

し

必

要

な

事

項

は

　

規

則

で

定

め

る

。

附

　

則

１

　

，）
の
条

例

は

　

平
成

十

六

年

七

現

一
日

（
以

下

「
施

行

日

」

と

い
う

。

〉

か

ら

施

行

す

る
。

２

　

≡）
の
条

例

の
施

行

の
際

現

に

道

路

　

公

園

そ

の
他

規

則

で
定

め

る
多

数

の
者

が

来

集

す

る

場

所

に

防

犯

カ

メ

ラ

を

設

置

し

て

い

る

も

の

で

　

第

四

条

各

号

の

い
す

れ

か

に
該

当

す

る

も

の

は
　

航

行

日

か

ら

起

算

し

て

一
月

以

内

に

　

規

則

で

定

め

る

と

こ
ろ

に

よ

り
　

当

該

防

犯

カ

メ

ラ

の

設

置

及

び

利

用

に

閃

す

る

基

準

を

定

め

　

こ

れ

を

区

長

に

居

け

出

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

こ

の
場

合

に

お

い

て
　

当

該

居

出

は

　

同

条

の
規

定

に

よ

り

さ

れ

た

届

出

と

み

な

す

。

３
　

杉

並

区

情

報

公

開

　

個

人
情

報

保

護

撃

議

会

条

例

（
昭

和

六

十

一
年

杉

並

区

条

例

第

四

十

一
号

）

の

一
部

を

次

の
よ

う

に

改

正

す

る
も

第

一
条

中

「
及

び

」

を

「
　

」

に

改

め

　

「
住

民

基

本

台

帳

事

務

」

の

下

に

「
並

び

に

杉

並

区

防

犯

カ

メ

ラ

の
設

置

及

び

利

用

に

関

す

る

条

例

（
平

成

十

六

年

杉

並

区

条

例

第

　

　

号

。

以

下

「
防

犯

カ

メ



７
ｒ
ｒ

ラ

条

例

」

と

い
う

。

）

に

基

づ

く

防

犯

カ

メ

ラ

の
設

置

等

に

関

す

る

事

務

」

を

加

え

る
。

第

二
条

第

一
項

中

【
及

び

住

基

条

例

」

を

「
　

住

基

条

例

及

び

防

犯

カ

メ

ラ
条

例

」

に

改

め

　

同

項

第

一
号

中

【
及

び

住

民

基

本

台

慣

事

務

」

を

「
　

住

民

査

ネ

右

ほ

事

務

及

び

防

犯

カ

メ

ラ

の

設

置

等

に

関

す

る

事

務

」

に

改

め

　

同

条

第

二
項

中

「
及

び

電

子

計

算

組

織

」

を

↓
　

防

犯

カ

メ

ラ

の

設

置

等

に

関

す

る

事

務

及

び

電

子
計

算

組

織

」

に

改

め

る
。

（
鑑

棄

理

由

〕

防

犯

カ

メ

ラ

の
繊

置

及

び

利

用

に

関

す

る
基

本

原

則

奪

を

定

め

る

必

要

が

あ

る

。




